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Ⅰ 組織の概要

１ 設置と役割

（ 「 」 。） 、会計検査院情報公開・個人情報保護審査会 以下 審査会 と略称します は

次の①又は②について、行政不服審査法に基づき会計検査院長に審査請求がなされ

、 、た場合に 会計検査院長からの諮問に応じその審査請求について調査審議するため

会計検査院に設置されています（会計検査院法第１９条の２第１項 。）

① 行政機関の保有する情報の公開に関する法律（以下「行政機関情報公開法」と

略称します ）に基づいて会計検査院長(*)が行った行政文書の開示決定等又は。

行政文書の開示請求に係る不作為

② 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律（以下「行政機関個人情報保

護法」と略称します ）に基づいて会計検査院長(*)が行った保有個人情報の開。

示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等又は保有個人情報の開示請求、訂

正請求若しくは利用停止請求に係る不作為

審査会は、会計検査院法第１９条の４の規定により準用される情報公開・個人情

報保護審査会設置法（以下「準用審査会設置法」と略称します ）等に定められた。

権限に基づき、審議に必要な事実関係について調査し、これを基に審議を行った結

果を会計検査院長に答申することとなっています。そして、会計検査院長は、この

審査会の答申を踏まえて、審査請求についての裁決をしなければなりません。

このように、審査会は、開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等又は開

示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に対する審査請求の審査に当

たって、第三者的な立場からの判断を加えることにより、客観的で合理的な解決が

図られることを期待されています。

なお、一般の行政機関等については、総務省に情報公開・個人情報保護審査会が

設置されていますが、会計検査院は内閣に対し独立の地位を有することから、同審

査会とは別に会計検査院に審査会が設置されているものです。

(*) 会計検査院では、開示決定等、訂正決定等及び利用停止決定等に関する会計検査院長の権限を事

務総長に委任しており、当該決定は事務総長が行っています。

なお、審査会は、平成１３年４月に発足した際は会計検査院情報公開審査会とし

て設置されていましたが、１７年４月１日の行政機関個人情報保護法等の施行に伴

い、会計検査院情報公開・個人情報保護審査会に改組されています。
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２ 委員について

（１）任 命

審査会の委員は３人で、全員が非常勤となっています。委員は、衆参両議院の同

意を得て、会計検査院長が任命します。

（会計検査院法第１９条の２第２項、第３項、第１９条の３第１項）

（２）任 期

委員の任期は３年で、再任されることができます。

（会計検査院法第１９条の３第４項、第５項）

（３）義 務

委員には、次のような義務があります。

① 職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。

② 在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をして

はならない。

（会計検査院法第１９条の３第８項、第９項）

（４）第７期審査会委員（平成３１年４月１日～令和４年３月３１日）

会長代理 堀 江 正 之 日本大学商学部教授

委 員 飯 島 淳 子 東北大学大学院法学研究科教授

（注）１ 会長の互選及び会長代理の指名：平成３１年４月１１日

２ 各委員の本務は、任命時のものである。
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３ 調査権限及び審議の流れ

（１）審査会の調査権限

① インカメラ審理

原処分庁（会計検査院長から委任を受けた事務総長）が行った開示・不開示、訂

正・不訂正等の判断が適法、妥当かどうか、部分開示等の範囲が適切かなどについ

て審査会が迅速かつ適切に判断できるようにするためには、審査会の委員が当該決

定等に係る行政文書又は保有個人情報を実際に見分することが極めて有効です。

このため、審査会が必要と認めるときには、当該決定等に係る行政文書等につい

て提示を求めて見分すること インカメラ審理 ができるとされており 諮問庁 会（ ） 、 （

計検査院長）は、審査会からこの提示の求めがあったときはこれを拒んではならな

いとされています。なお、この権限は、審査会が行政文書等の開示等の可否を適切

に判断できるようにすることを目的とするものであり、委員以外の者が、審査会に

提示された当該行政文書等を閲覧することは不適当ですので、何人も審査会に対し

て当該行政文書等の開示を求めることはできないとされています（準用審査会設置

法第９条第１項及び第２項 。）

審査会は、この権限を活用して、実際に委員が行政文書等を見分するなどして調

査審議を行っています。

② ヴォーン・インデックスの作成・提出の請求

審査会の審議に際し、行政文書等に含まれる情報の量が多く、複数の不開示情報

の規定が複雑に関係するような審査請求事件については、不開示等とされた行政文

書又は保有個人情報と不開示等の理由とを一定の方式で分類・整理した書類（一般

に「ヴォーン・インデックス」と呼ばれています ）を諮問庁に作成させ、その説。

明を聴くことが、審査請求事件の概要と争点を明確にし、不開示（特に部分的な不

開示）等とすることの適否を迅速かつ適正に判断する上で有効かつ適切であると考

えられます。

このため、審査会は、諮問庁に対しヴォーン・インデックスの作成・提出を求め

ることができるとされています（準用審査会設置法第９条第３項 。）

③ その他の調査権限

審査会は、審査請求人、参加人（審査請求に参加することを認められた利害関係

人）又は諮問庁（以下、これらを合わせて「審査請求人等」という ）に対し、意。

見書や資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ
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たり鑑定を求めたりすること、その他必要な調査を行うことができるとされていま

す（準用審査会設置法第９条第４項 。）

審査会は、調査審議を行うに当たって審査請求人等に対し意見書等の提出・説明

を求めたり、調査審議の進捗に応じ、説明の不足する点について追加意見書等の提

出や再度の説明を求めたりするなど、この条項に基づいた調査を的確に行って、必

要な情報を十分に入手できるよう留意しています。

（２）審査請求人等の権利の保護

① 口頭意見陳述の申立て

審査請求人等は、審査会に対し口頭で意見を述べる機会を与えるよう求めること

ができ、審査会は、必要がないと認めるとき以外はその機会を与えなければならな

いとされています（準用審査会設置法第１０条 。）

② 意見書等の提出・写しの送付等

審査請求人等は、審査会に対して意見書又は資料を提出することができます。た

だし、審査会が意見書等を提出すべき相当の期間を定めたときはその期間内に提出

しなければなりません（準用審査会設置法第１１条 。）

審査請求人等から、意見書等の提出が行われた場合、審査会は、第三者の利益を

害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるとき以外は、当該意見

書等の写しを他の審査請求人等に送付するものとするとされています（準用審査会

設置法第１３条第１項 。また、審査請求人等は、審査会に対し、他の審査請求人）

等が提出した意見書等の閲覧を求めることができ、審査会は、第三者の利益を害す

るおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、これを拒

（ ）。 、むことができないとされています 準用審査会設置法第１３条第２項 これらは

審査請求の当事者が相手方の主張を知って反論を尽くすことができるようにするこ

とを目的としているものです。

なお、意見書等の写しの送付をしたり、閲覧をさせたりする場合、審査会は、必

要がないと認めるとき以外は、当該送付又は閲覧に係る意見書等を提出した審査請

求人等の意見を聴かなければならないとされています（準用審査会設置法第１３条

第３項 。）

（３）指名委員による調査

インカメラ審理、口頭意見陳述の聴取等は、審査会により指名された委員によっ

（ ）。 、て行うことも可能とされています 準用審査会設置法第１２条 この規定により
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遠方に居住する審査請求人や参加人の意見を聴取するため、一部の委員が実際に現

地に赴いて口頭意見陳述の機会を設け、聴取した内容を審査会に報告して委員全員

で審議するなどということもできることになっています。

（４）基本的な調査審議の流れ

審査会に対して諮問が行われると、審査会は、前記のようなインカメラ審理等の

調査権限に基づいて行う調査や審査請求人等からの意見書等の提出・説明等によ

り、諮問事件の論点を抽出し、更に慎重な審議を行って答申を決定します。

これらの調査審議の手続の基本的な流れは、下の図のようになりますが、実際の

諮問事件に即した調査審議の手続は、事件の内容により異なります。

［調査審議の流れ］

諮 問

意見書等の提出（会計検査院長）

インカメラ審理

意見書等の提出（審査請求人・参加人）

論点について審議 必要に応じて追加意見書等の
提出（審査請求人・参加人又
は会計検査院長）

答申案について審議

答 申
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４ 情報の提供について

審査会は、会議の開催記録及び答申の内容を逐次公表しています。また、諮問の

処理状況等の統計資料については当年報において公表することとしています。

これら審査会が行う情報提供の内容等は、下表のとおりとなっています。

公 表 内 容 公表時期 公 表 方 法

開催記録 会議の開催日時、場所、出 審査会開催後 会計検査院のウェブサイト(※)

席委員、議事の項目、その に掲載

他必要な事項

答 申 準用審査会設置法第１６条 答申後 会計検査院の情報公開・個人情

の規定により公表すること 報保護窓口への備置き及び会計

とされている答申の内容 検査院のウェブサイト(※)に掲

載

年 報 会議の開催実績、諮問の処 毎年度 関係者への配布、会計検査院の

理状況、年度内に行われた 情報公開・個人情報保護窓口へ

答申の内容等の活動状況 の備置き及び会計検査院のウェ

ブサイト(※)に掲載

会計検査院のウェブサイトのＵＲＬは次のとおりです。(※)

http://www.jbaudit.go.jp/
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Ⅱ 令和２年度の運営状況

１ 審査会の開催実績

令和２年度の開催回数は５回で、開催日、主な議事内容等については表１のとお

りです。

なお、審査会の開催記録は会計検査院のウェブサイトにも掲載されています。

表１ 審査会の開催実績

主な議事内容開催日

第164回 令和2年 １ 「Ｗｅｂ会議システムを利用した調査審議について」の制定

8月 5日 について議決

２ 平成３０年（情）諮問第２号 〔近畿財務局が作成又は取得し

たもので平成２９年に大阪府豊中市野田町１５０１番地に係る

件で会計検査院に提出した全ての文書の名称が分かるものの不

開示決定に関する件〕 … 審議

３ 令和２年（情）諮問第１号 〔特許庁の情報システムに対する

検査報告事項案に係る審議過程に関する文書及び国会想定問答

の一部開示決定に関する件〕 … 審議

第165回 10月 6日 １ 令和元年度会計検査院情報公開・個人情報保護審査会年報の

議決

２ 平成３０年（情）諮問第２号 … 審議

３ 令和２年（情）諮問第１号 … 審議

第166回 10月27日 会計検査院情報公開・個人情報保護審査会運営要領の一部改正

について議決

第167回 12月15日 １ 令和２年（情）諮問第１号 … 諮問庁の職員（会計検査院第

５局経済産業検査第１課長ほか）からの口頭説明の聴取、本件

対象文書の見分及び審議

２ 令和２年（情）諮問第２号 〔特定の内閣総理大臣主催行事に

係る検査結果として保存されている文書の不開示決定（存否応

答拒否）に関する件〕 … 審議

３ 令和２年（情）諮問第３号 〔会計検査院職員の懲戒処分に係

る処分説明書（平成31年1月1日から令和元年12月31日まで）の

一部開示決定に関する件〕 … 審議

４ 令和元年度決算検査報告の概要について説明

第168回 令和3年 １ 令和２年（情）諮問第２号 … 諮問庁の職員（会計検査院事

3月 8日 務総長官房法規課長ほか）からの口頭説明の聴取及び審議

２ 令和２年（情）諮問第１号 … 審議

３ 令和２年（情）諮問第３号 … 審議

４ 会計検査院情報公開・個人情報保護審査会運営要領の一部改

正について議決
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２ 諮問事件の状況

令和２年度においては、情報公開関係１件、個人情報保護関係１件が審査会に諮

問されました。前年度以前に諮問され処理が持ち越された情報公開関係３件と合わ

、 。せた計５件の諮問事件の同年度末現在の処理状況は 表２のとおりとなっています

表２ 諮問事件の処理状況

〈情報公開関係〉 単位：件

諮問件数 ２年度に ２年度 ２年度
おける 答 申 区 分 におけ 末現在
答申件数 る取下 の処理

諮問庁の 諮問庁の 諮問庁の げ件数 中の件
判断は妥 判断は一 判断は妥 数
当でない 部妥当で 当

ない

４ １ ０ １ ０ ０ ３

（注）諮問件数には、前年度からの持ち越し３件を含む。

〈個人情報保護関係〉

諮問件数 ２年度に ２年度 ２年度
おける 答 申 区 分 におけ 末現在
答申件数 る取下 の処理

諮問庁の 諮問庁の 諮問庁の げ件数 中の件
判断は妥 判断は一 判断は妥 数
当でない 部妥当で 当

ない

１ ０ ０ ０ ０ ０ １
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３ 答 申

審査会における調査審議の結果得られた結論は、答申として決定し、答申書を会

計検査院長に交付します。また、審査請求人及び参加人に対して答申書の写しを送

付するとともに、一般に対しては答申の内容（答申から個人情報等を除いたもの）

を公表しています（準用審査会設置法第１６条 。）

会計検査院長は、審査会の答申を踏まえ、審査請求に対する裁決を行います。会

計検査院長が裁決を行うに当たっては、法令上、答申を尊重すべき義務が特に規定

されているわけではありませんが、審査会が設けられた趣旨に鑑み、当然これを尊

重すべきであり、これに従わない場合には、答申に示された理由を上回る説得力を

もった理由を対外的に明らかにすることが実際上必要になると考えられます。

、 、 、 。審査会は 令和２年度に 表３のとおり 情報公開関係１件の答申を行いました

答申の内容は１０頁以降のとおりとなっています。

表３ 答申の状況等

〈情報公開関係〉

諮問 答申 諮問日 （参考）裁決の状況掲

載事 件 名 答申区分

番号 番号 答申日 裁決日 裁決頁

平成 答申 平成 近畿財務局が作成又は取 諮問庁の 令和 申立て10

30年 情 30. 7. 3 得したもので平成２９年 判断は 2.11.19 一部認（ ）

情 第68号 に大阪府豊中市野田町１ 一部妥当 容（ ）

諮問 令和 ５０１番地に係る件で会 でない （答申

）第2号 2.10. 7 計検査院に提出した全て と同様

の文書の名称が分かるも

のの不開示決定に関する

件
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諮問番号：平成３０年（情）諮問第２号

事 件 名：近畿財務局が作成又は取得したもので平成２９年に大阪府豊中市野

田町１５０１番地に係る件で会計検査院に提出した全ての文書の名

称が分かるものの不開示決定に関する件

諮 問 日：平成３０年 ７月 ３日

答申番号：答申（情）第６８号

答 申 日：令和 ２年１０月 ７日

答申書

第１ 審査会の結論

「近畿財務局が作成又は取得したもので近畿財務局が２０１７年中（暦

年）に豊中市野田町１５０１番地にかかる件で会計検査院に提出したすべ

」 （ 「 」 。）ての文書の名称がわかるもの の開示請求 以下 本件開示請求 という

に係る対象文書として特定された文書（以下「本件対象文書」という ）。

につき、その全部を不開示とした決定については、別表の２欄に掲げる部

分を開示することが妥当である。

また、その余の部分を不開示としたことは妥当である。

第２ 審査請求人の主張の要旨

１ 審査請求の趣旨

本件審査請求の趣旨は 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 平、 （

成１１年法律第４２号。以下「情報公開法」という ）第３条の規定に基。

づく開示請求に対し、処分庁である会計検査院事務総長が平成３０年３月

９日付け３００普第７２号により行った不開示決定について、その取消し

を求めるというものである。

２ 審査請求の理由

審査請求人の主張する審査請求の主たる理由は、審査請求書等の記載に

よると、おおむね以下のとおりである。

(1) 審査請求書

審査請求人は、会計検査院が国会に報告を行った後に、意図的に近畿

財務局に対して開示請求を行った。その後 請求時点で会計検査院は、、

受検庁との意見交 等を終えたはずであ 、審議、検討又は協議に関す換 り

る情報（情報公開法第５条第５号）には該当しない。

法第５条第５号の規定に典型的に当て まるのは、捜査中あ情報公開 は
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るいは公判中の検察庁に対する個別事件情報の開示請求と思われる。し

かし、それは、司法制度で裁判が公開されることから一定の条件下で行

政機関自ら情報を提供する仕組みとなっている。情報公開法第５条第５

号の規定は、個別事案の機密性をもって永遠に情報を閉ざすという国家

会計検査に対する理解及び協力の前提機密法のような趣旨とは異なる。

を揺るがすという理由で、行政機関相互の打合せなどを不開示とするこ

とができるならば、法が予想した開示範囲を著しく狭め、原則開示の法

本件対象文書は、検査の過程で生ずる評価の趣旨を揺るがしかねない。

・判断・思考過程等を記 したものではなく、近畿財務局が保有してい載

る特定の文書名であり、国の機関が行う検査に係る事務（情報公開法第

５条第６号イ及び柱書き）には該当しない。

国民が 名称等を特定する一つの方法として、会計検査院が行政機情報

関から入手した文 名から文 特定することも、一つの手法となる。書 書を

むしろ、会計検査院は、国会への報告等で検討した文書名を公開すべき

ではないか。

(2) 意見書

ア 事案の移送について

会計検査院情報公開・個人情報保護審査会に付されたこれまでの事

案のほとんどは、会計検査院が作成した文書が主要な対象文書であっ

たように思われるが、本件は、他の行政機関が取得又は作成した文書

であることが問題となる。関連して情報公開法第１２条に記載された

事案の移送に該当することから、移送の妥当性が検証される必要があ

る。審査請求人は、本事案について、当初、近畿財務局に情報公開請

求をしたところ、近畿財務局は、開示延長をした上、その後、会計検

査院に移送した。審査請求人は、近畿財務局が特定学校法人に対して

国有財産を違法・不当に安く払い下げたとの疑惑の真実を知りたいと

の目的・思いから「行政文書ファイル管理簿」を開示請求・入手した

後 「行政文書ファイル管理簿」の記載に基づき、近畿財務局と電話、

で何回となく長時間交渉したが、近畿財務局は、情報公開法第２２条

（開示請求をしようとする者に対する情報の提供等）の趣旨に反し、

行政文書ファイル管理簿記載のより下段に属する文書名の特定に協力

せず、元理財局長と同様、回答を避けたり、別の問題にすり替えたり

して埒があかないことが多々あった。

情報公開法第１２条が適用される場合は、一義的・本来的には「開

示請求に係る行政文書が他の行政機関により作成されたものであると
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き」であり、二次的・副次的な適用要件である「その他他の行政機関

の長において開示決定等をすることにつき正当な理由があるとき」に

当てはめるためには、正当な理由に相当の重みを持つ実質的な理由が

なければならないと解される。行政の恣意や便宜を図るものであって

はならない。諮問庁の意見書では、本件の検査に係る事務に関すると

いうだけの理由で事案を移送している。これでは、会計検査院の事務

に微少でも関係していれば、自動的に移送するという意味となり、正

当な理由としては不十分である 事業・事務には本来の一次的事務 活。 （

動・事業）とそれらを運営するための管理活動が含まれる。請求文書

は、元々、近畿財務局が、その本来の事務の過程で作成又は取得した

ものである。なぜ審査請求人が、当初、開示請求した近畿財務局に対

する請求事案としないで、会計検査院に移送するのが妥当なのか明確

でない。

イ 情報公開法第５条第２号該当性について

会計検査院に請求された開示請求の多くは、同院の指摘を受け、行

政の事務に関連し、不当事項が認められたものに係る特定法人情報を

直接請求内容とするものが多いように思われる。会計検査院は、各年

度の検査報告、例えば、不当事項について具体的な法人名称を明記し

ている例が多く見られる。そうすると、会計検査院の報告は、法人の

利害を侵しても構わないという前提があると考えざるを得ない。本件

対象文書の基になる特定法人名は、会計検査院の報告書等においても

明記されていて、法人情報に係る不開示情報該当性は、もはやあり得

ないと考える。

ウ 情報公開法第５条第５号該当性について

諮問庁の意見書を見たところ、一般論・抽象論を連ね全体がトート

ロジー的な論理となっている傾向がある。また、意見書全体から、会

計検査院の事務活動に関する開示請求は、他の要素・事項・経緯等を

考慮することなく不開示とすべきであるとの主張が透けて見える。そ

の考え方を普遍的に先例化すると、本件事案のように当初開示請求し

た行政機関が会計検査院の事務に関係する事項と判断し、開示請求を

同院に移送すれば、種々の事情や当該文書と同院内の審議・検討・判

断との関連性の有無や関連性の強弱等を何ら考慮することなく不開示

とすべきことになりかねない。そうすると、特定の行政機関が情報を

隠蔽する意図がある場合、会計検査院の事務に少しでも関連付けられ

るものであれば、その行政機関が同院に移送を行えば、隠蔽の目的を
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達することが可能となる。諮問庁の意見書では、法規解釈の拡張解釈

が随所に見られる。例えば、会計検査院は、受検者である他の行政機

関とのやり取りについて審議と捉えるような記載が見られるが、検査

の一場面にすぎず、検査を超えるものではない。検査を審議とみなす

のは、通常の用語例を逸脱している。このような拡張解釈は、不開示

情報該当性を高める目的であり、形式的な効果は大きいが、論理の実

質はフェイクである。会計検査院の検査が、審議に値する実質内容を

有するのであれば、受検機関は、同院の報告書記載内容に関与できる

パートナーのような存在であるが、会計検査院法（昭和２２年法律第

７３号）は、そのような位置付けをしていない。

諮問庁の意見書では、しばしば未成熟な情報という表現の記載をし

ている。しかし、審査請求人は、会計検査院の特定学校法人に対する

「特定学校法人に対する国有地の売却等に関する会計検査の結果につ

いて （以下「２９年１１月報告」という ）の提出を待って近畿財務」 。

局に本件開示請求をしたのであり、未成熟な情報というには当たらな

い。審査請求人が近畿財務局に本件対象文書を開示請求した時点で、

既に検査自体は終了していたのである。その後、会計検査院は、近畿

財務局の文書改ざんなどの報告を受けて 「 特定学校法人に対する国、『

有地の売却等に関する会計検査の結果について （平成２９年１１月』

報告）に係るその後の検査について （以下「３０年１１月報告」と」

いう ）を追加で報告しているが、これは、時期的な問題から本件不。

開示情報にはならない。よって、未成熟な情報を前提とした議論は、

適切ではない。

通常の読み方からいえば、本件不開示情報の請求内容は、未成熟な

情報というより、検査の素材又は素材と見込まれる文書である。諮問

庁の意見書では 「制度的・本来的にその公表が予定されていないも、

のであり、これらの情報が開示された場合には、当該検査資料を提出

した同財務局のみならず、他の受検庁（中略）との間の率直な意見交

換が不当に損なわれるおそれがある。また、所要の検査資料の円滑な

提出を阻害するなどして」との記載がある。このうち 「その公表が、

予定されていないものであり」との表現は、情報公開法第５条第２号

ロの「行政機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供さ

れたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこ

ととされているもの」の記載と実質的に表現内容は同じである。しか

し、情報公開法第５条第２号ロの規定は、行政機関とそれ以外の法人
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や個人との約束等の諸関係を示すものであり、行政機関相互の関係を

示すものでは決してない。情報公開法に規定する文書の内容も、法人

情報に関するものであることが明らかであり、行政機関の情報に関係

ありとするのは、拡大解釈どころか解釈の逸脱と言える。この部分の

意見書の法解釈の技法は、異なる条項を合理的な脈絡もなく恣意的に

つなぐという禁断手法である。

諮問庁の意見書の、行政機関相互が公にしないとの条件で他の行政

機関から取得した文書を不開示とすることができるとの論理が通用す

るのであれば、行政機関の事務と管理に透明性を持たせるとの情報公

開法の趣旨は瓦解し、不開示情報が激増することになり、情報公開法

は無きに等しいものとなる。諮問庁の意見書によれば、行政機関相互

に関係する文書は、自動的に不開示とされ、行政文書を原則開示とす

る情報公開法にそぐわない。そのような解釈がまかり通れば、行政機

関相互の忖度により行政情報を不開示とすることが可能となり、情報

公開法の根幹を揺るがせることになる。

諮問庁の意見書では 「当該検査の結果等に関する精度不十分で未、

成熟な情報が本院の公式見解であると国民一般に受け取られ、不当に

国民の間に混乱をもたらすおそれ又は特定の者に不当に不利益を及ぼ

すおそれがある 」との記載がある。繰り返すが、本件不開示情報の。

、 。請求は 会計検査院の国会への２９年１１月報告の提出後に行われた

検査の素材たり得た文書は 「検査の結果等に関する精度不十分で未、

成熟な情報」とは重ならない。一般に判決・報告書（便宜上「学術論

文」を含める ）の記載は、単に結論・結果だけではなく、それらを。

導くに至る様々な裏付けと証拠を記載する。論証過程として、事実認

識・自然・社会・歴史認識を開陳、仮説を裏付ける様々な証拠（それ

らを証明又は推測するに足る事実や文書・自然現象、遺物、遺跡、同

時代の記述等）を提示するものである。ただし、その精密度や証明の

程度、網羅性は様々で自分達の利害関係その他の動機により、事実を

ありのまま記載する意思を欠くために、例えば、特定学校法人のゴミ

処理が「トラック千台で行われた」などのフェイクを裏付け根拠とす

る、有力な反論を無視する、粗雑な論理で正論を切り捨てるなどの不

適正な整理（攪乱）があり得る。

検査内容に誤解を招くことは、あり得ない。諮問庁の意見書のこの

部分は、会計検査院の検査報告（２９年１１月報告及び３０年１１月

報告）自体が精度不十分で未成熟だと自認しているとも受け取れる。
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実際、２９年１１月報告及び３０年１１月報告を読むと、しばしば、

「･･･は確認できなかった」との記載があることから、報告書に対す

る一般的な評価が精度不十分と受け取られる可能性はある。確認でき

なかった理由としては、証言相互に矛盾がある、証言はあるものの、

それを裏付ける物証も文書も存在しないなど様々な原因が考えられる

が、本件対象文書の公開によって、それら（当該検査の結果等に関す

る精度不十分で未成熟な情報が会計検査院の公式見解であると国民一

般に受け取られ、不当に国民の間に混乱をもたらすおそれ）が増幅す

ることはあるまい。逆に国民からは、少なくともこれだけは調べたと

肯定的に理解されるのではないか。他方、本件不開示情報そのものが

精度不十分で未成熟な情報との意味かもしれない。しかし、検査対象

の一素材を結果等に関する精度不十分で未成熟な情報といきなり断定

するのは、無理がある。素材と結果等は直結せず、説明や他の素材・

証拠との関連付けなど、種々の工程と手続がなされて初めて結果等に

関連付けできるはずだが、いきなり、体系的ではあるが完成に至らな

い情報と断定されても同意できない。

諮問庁は、意見書で会計検査院の検査は 「国の機関」の「内部又、

は相互間」における「審議、検討」に関する情報であると記載する。

審査請求人が既述のとおり、検査は、国の機関相互間における審議、

検討等を伴う双務的事務に値しない片務的事務と判断する。近畿財務

局が、検査に対して審議はもちろん、検討作業に加わるはずがない。

報告も終わり、会計検査院の内部的審議・検討も終了しているので、

おそれは生じえない。

諮問庁の意見書には 「受検庁の会計検査に対する理解と協力の前、

提を掘り崩すなどのおそれ」が記載されている。前述のとおり、会計

検査院法には、強制処分の権限はないものの、受検庁の受忍義務を規

定している。情報の不公表を前提としているから不開示にすべきとの

主張であるが、検査は、情報公開法に定める「審議、検討又は協議」

など対等で相互で交渉、妥協して結論を出すという性格のものではな

い。しかも、この規定は、永久に不開示とすべきものではなく、意思

形成過程のものが典型的事例とすべきものであろう。情報公開法に基

づかず、行政機関相互での約束だけで公表しない原則や、審議・検討

したものを無条件かつ永遠に不開示情報とするならば、情報公開法の

目的は達せられない。

諮問庁の意見書には、本件対象文書の公開等により 「受検庁に関、
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係書類の改ざんなどの仮装・隠蔽工作等の周到な実地検査対策を施さ

れ」との記載がある。本件対象文書の各情報は、確かに改ざん・隠蔽

等が行われた可能性があるものの、近畿財務局が文書類型として検査

対象に関わると認めて会計検査院に提出したものであり、実際にこれ

以上に隠された情報があるとしても、その内容を含む情報を同院が入

手できる物理的可能性は少ないと考える。会計検査院さえ入手不可能

なものを他の受検庁がどうやって入手できるのか理解に苦しむ意見で

ある。

本件不開示情報が公開された場合には、受検庁を含む行政機関の信

頼関係を損ね、会計検査院内部における検査に支障があり、外部の干

渉を招くなどの理由を連ねている。しかし、会計検査院の検査は、会

計検査院法の定めにより実施されるため、他の行政機関の思惑により

検査自体と検査結果が左右されるものではない。審査請求人は、会計

検査院の検査目的と類似する目的で独自に近畿財務局に資料請求を求

めたものであり、このことが基因となり同院内部の率直な意見交換が

損なわれると言うが、その因果関係を説明してほしい。

エ 情報公開法第５条６号（イ及び柱書き）該当性について

会計検査院法第２５条及び第２６条には、実地の検査を受けるもの

は、これに応じなければならず、帳簿、書類その他の資料若しくは報

告の提出の求めを受け、又は質問され若しくは出頭の求めを受けたも

のは、これに応じなければならないとされている。検査対象が明らか

な検査に係る検査視点・検査内容は、推測可能である。個別具体性が

高い犯罪の構成要件は複雑だが、特定視点からの検査の調査方法は、

特殊な機械や技術を用いる科学を全面に用いる検査でなければ、検査

内容を推測できる。それに会計検査院は、行政機関に抜き打ちではな

く、検査日を定めて受検させている実態がある。しかも、本件対象文

書は、行政機関が会計検査院の求めに応じて提出したものである。行

政機関に対する検査について、行政機関に隙を与え事後不正に寄与で

きる情報等に該当しない。

諮問庁の主張では、情報公開法第５条第６号イ該当性の要件である

事実の把握困難及び違法不当な行為の助長に本件対象文書の公開が相

当するとの結論であるが、一般的、例え話的意味においても推測する

ことが困難である。資料たり得た文書の公開が、どのような経緯、方

法で事実の把握困難に結び付くのか、合理的説明を果たしてほしい。

また、会計検査院は、既述の「検査事例」のように不当事例として法
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人名を含む法人情報までも公開している。該当事例の公開により、補

助金対象とならない人件費を別の科目と差し替え、潜ませる、外注化

するなど違法不当な手法は、すぐ頭に浮かぶはずだが、それでも不当

事例の態様等を公開していることと意見書の主張について、どう平仄

を合わせるのであろうか。

諮問庁の理由説明は、情報公開法の不開示情報の記載に会計検査院

の検査業務の包括的・概括的説明を付加したに過ぎない。これは実質

上「会計検査院の検査業務は法の不開示事由に該当するか」との問い

に対して 「はい」と「いいえ」の二択のみで回答し、それに何らの、

説明を加えないに等しい。このような方法で臨むのであれば、すべて

の検査事務は個別具体性を失い、検査事務に係るすべての情報を無条

件で全面不開示にできることになってしまう。

これは始めから実のある論議を忌避し、論議をする意志がない「問

答無用」の却下の論理であり 「裁決」や「判定」の場にふさわしい、

姿勢ではない。

オ 情報公開法第７条に基づく公益上の理由による裁量的開示について

本件対象文書は、特定学校法人と近畿財務局との交渉等に関するも

のである。国有財産の売却は、通年継続的に行われているが、本件対

象文書の基になる事案は、特例を幾重にも重ねた上、ゴミ処理費推定

、 、 。額が 事実を反映する数値ではない可能性がある 空前の事案である

本件対象文書である会計検査院の検査対象となり得た文書は、十分公

益上の理由による裁量的開示に値すると思われる。

また、特定学校法人に係る会計検査院の検査は、国会から要請され

、 （ 、たものであり 近畿財務局が作成した文書名 本件対象文書ではなく

、 ）審査請求人が求めた内容を持ち 近畿財務局に文書の特定を交渉した

は、情報公開法第７条（公益上の理由による裁量的開示）を適用し、

近畿財務局が、審査請求人に協力し進んで文書名を特定し開示すべき

であった。しかし、近畿財務局が終始ネグレクトした。

カ 審査請求人が提出した求釈明申立書の取扱いについて

審査請求人は、諮問庁の主張するおそれがいずれも抽象的であり、

具体的な事実に基づく主張を行うことができないことから、令和元年

５月２１日付求釈明申立書により、諮問庁に対し、本件対象文書は、

何通から成っているか、書式中の記載項目（見出し）は何か、各検査

資料の件名以外に、具体的にどのような情報が含まれているかなどを

、 。 、明らかにするよう求めたが 全部拒否された そのため審査請求人は
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本件対象文書の通数も書式も記載されている情報の種類・性格も不明

なままで、意見を提出せざるを得なかった。

諮問庁は、本件対象文書に、資料の件名以外にどのような情報が含

まれるのかを一切明らかにしていない。しかし、本件対象文書は、求

、 、 、釈明に対し唯一なされた回答によれば 作成者は 近畿財務局であり

文書名が一覧表なので、近畿財務局が会計検査院に検査資料を提出す

る際に添付した「提出文書の一覧表」であるものと推認できる。

したがって、それに含まれる情報の内容は、おのずから限定された

ものであり、文書の件名以外に含まれる可能性のあるものは、せいぜ

い、提出日もしくは一覧表の作成日、各資料の作成日もしくは取得日

程度のものと推認される。

キ 会計検査院情報公開・個人情報保護審査会について

会計検査院情報公開・個人情報保護審査会は、情報公開・個人情報

保護審査会とは別に設けられているが、そのことは情報公開法の適用

に当たって特別扱いを受けることを意味しない。一般に、情報公開法

には特定の普遍・本質が存在し、たとえ個別案件が特殊なものであっ

ても、そこにも情報公開法の普遍・本質を見いだす解釈と判断が必要

である。また、特殊性とされるものが情報公開法においていかなる位

、 、置付けをされるべきかは 抽象的・一般的に論じられるべきではなく

。 、現状に即し具体的かつ合理的に説明されなければならない 特殊性は

空疎な一般論・抽象論、安易でトートロジーに等しい情報公開法への

恣意的な当てはめで説明されるべきではなく、情報の内容・性質と情

報の運用状況を勘案して論じなければならない。

ク 本件対象文書の作成者及び国有財産に係る会計検査について

近畿財務局の文書特定妨害又は非協力は、何度交渉しても終始変わ

らなかったので、審査請求人は、別法（バイパス）として、国会の特

定学校法人関係の真相解明要請を基因として、検査を要請された会計

検査院の存在を思い出し、近畿財務局が同院に提出した文書名を開示

請求すれば、問題の過半が解決される可能性があると考え、近畿財務

。 、局に本件不開示情報の開示を求めたものである そのような経緯から

他の大半の、会計検査院から会計検査院情報公開・個人情報保護審査

会に付された事案と異なり、同院の作成した文書について開示請求し

たわけではない。また、会計検査院の国会への報告は、事後の３０年

１１月報告も含めて現時点で既に終了している。さらに、本件不開示

情報に関係する諮問庁の審査は、定期的・一般的な検査に係るもので



- 19 -

はなく、臨時的・特殊な事案の検査に係るものであり（売却価格の非

公表、特例の多用、特定学校法人関係者の政治家口利き、フェイク情

報による補助金詐取、適正価格算定の攪乱等 、同類型の検査は、今）

。 、 、後も空前絶後の可能性が高い また 本件に係る会計検査院の検査は

国有財産の違法・不当な売却を解明するものであるから、理財局の専

権事項に属し、行政の他の部局に同じ目的の検査を行うことは物理的

にあり得ない。

ケ ２９年１１月報告及び３０年１１月報告に記載された文書名につい

て

２９年１１月報告及び３０年１１月報告においても、売却に係る経

。 、 、緯は記載されている ２９年１１月報告では 売却等の詳しい経緯が

多くは証言や文書記録の要約としてまとめられている。２９年１１月

報告の冒頭には、特定学校法人に対する国有地の売却等に関する検査

の内容として、①大阪府豊中市の国有地の貸付及び売却の経緯、②貸

付価格及び売却価格並びに価格算定手続の適正性、③当該国有地の貸

付及び売却に関する行政文書の管理状況の３事項が記載されている。

諮問庁の意見書では 「検査事項、検査内容等を他の受検庁等に告、

知する結果となり」との記載がある。しかし、本件不開示情報を素材

、 、の一部とする特定検査は 他の受検庁の職務内容と共通性が少ない上

定期検査等の通常の検査とは異なる異常・異例なものであり、現在又

は将来の検査過程における厳正かつ効果的な会計検査の実施に支障を

。 、「 （ ）及ぼすおそれがあるとは思えない また 本件不開示情報は 中略

本院の検査上の関心、検査事項、検査内容等を推知することが可能と

なる情報である 」との記載がある。文章全体を一体として読むと、。

以下の二つの意味のどちらか一方又は両方なのであろう。

一つは、会計検査院の検査上の関心、検査事項、検査内容は、自動

。 、 、的に不開示情報となるとの主張 今一つは 直接の記載はないものの

２９年１１月報告及び３０年１１月報告には、それら（特定事案の会

計検査院の検査上の関心、検査事項、検査内容）は、伏せてあること

を前提とした論理と考えること。しかし、特定事案に係る報告書に、

それらがうかがわれない報告書など、およそ意味のない空疎な作文に

しかならない。実際には、２９年１１月報告及び３０年１１月報告に

は、直接・間接にそれらの記載がなされている。２９年１１月報告に

は、前述のとおり、検査内容が３点に集約されて記載されている。近

、 、畿財務局だけでなく 大阪航空局が作成又は取得した情報も含めると
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文書名として「普通財産買受要望書 「特例処理として定期借地した」、

承認申請に係る決裁文書 「特定学校法人が実施した地盤調査に係る」、

報告書 「国有財産台帳への記載・記録状況 「対策工事業者から」、 」、

」、「 」、「 」、提出を受けた契約内訳書 地下構造物調査報告書等 評価調書

「審査調書 「管理処分調書 「土地の処分等に係る協議記録等」」、 」、

等の記載が存在する。

、 「 」３０年１１月報告には 図表１ 改ざんが行われた決裁文書の一覧

として、１４の文書名が記載されていて、図表３「法律相談文書の一

覧」には２５の文書名が記載されている。したがって、この記載それ

自体から、近畿財務局から提出された文書（少なくとも、その重要な

一部）については文書名や記載内容が判明し、諮問庁の本件での主張

を信じれば「検査の過程や検査内容等」の最も重要な部分が判明する

ことになる。また、報告書を記載するためには、報告目的に対応して

諸資料を探索し、取得・解読することが求められる。しかし、諸資料

の資料価値には濃淡があり、最終的に資料価値なしと判断するものも

あることが一般的である。そこで、本件対象文書には、当初、会計検

査院において重要資料と誤解したものの、検査により本件検査結果と

の関係性がないと認められたもの、濃淡に関わらず関係性が薄いと判

断され報告書に記載されなかったもの、文書を解析し、報告書に要旨

を載せたが、資料名称までは記載しなかったものなども存在しうる。

しかし、資料名だけでそれらのどの類型に属するか分かるものばかり

ではない。既述のとおり、報告結果を導く資料でさえ、諮問庁の主張

するおそれは存在しない。まして、それらの重要性の乏しい素材は、

たとえ名称が知れたとしても諮問庁が危惧するおそれが生じるとは到

底考えられない。

諮問庁の意見書には 「本院の正確な事実の把握を困難にするなど、

のおそれ」が記載されている。記載内容とは異なり、２９年１１月報

、 、 、 、告及び３０年１１月報告には 具体的な着眼点 検査内容 検査手法

指摘の端緒等に関する具体的な記述があると判断するが、会計検査院

はないと判断しているのかどうか。それらを全部秘匿する報告書は、

報告書の体をなさないと考えるがどうか。会計検査院が主張するおそ

れと素材的資料としての意味しか持たない本件対象文書との合理的関

連付けはできているのか。受検庁に不当に利益を与えるおそれと言う

が、本件に係る検査は、受検庁が国民に不利益を与えた可能性を検査

したはずであり、受検庁は、本件対象文書の基になる事案において、
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いかなる利益を得る可能性もないのではないか。いかなる利益も生じ

ないにもかかわらず、違法・不当な会計行為を行った可能性を探索し

たのではないのか。意見書の部分開示の適否を検討する前に、前述の

とおり、２９年１１月報告及び３０年１１月報告には、文書名そのも

の及び文書名そのものではないが、記載内容を要約すれば、文書名に

つなげうる記載事例の記述が、相当数（程度）存在する。既に公開さ

れているものについてさえ、部分開示を全面的に否定するとはどうい

うことか、理解に苦しむ。確認できなかった理由としては、証言相互

に矛盾がある、証言はあるものの、それを裏付ける物証も文書も存在

しないなど様々な原因が考えられるが、会計検査院が近畿財務局から

取得した文書名（検査の結果を導く素材たり得た可能性のあるもの）

を知られることが 「検査の結果」に対する情報とはいえない。素材、

の名称に会計検査院の検査過程や判断過程の情報は付随しない。それ

は、会計検査院の報告書に存在するはずだ。

コ 部分開示について

諮問庁は、本件対象文書の部分開示につき 「このようなおそれを、

生じさせるという点については、本件対象文書の一部を明らかにする

場合についても同様である」と主張している。

しかし、諮問庁は、本件対象文書の一部を明らかにする場合につい

ても同様である理由については、本件対象文書全体について述べるの

と同様のおそれを抽象的に主張するのみであり、本件対象文書に含ま

れる情報の具体的な性格に即して部分開示をできない理由を説明しよ

うとしない。

情報公開法における部分開示制度は、文書に複数の種類・性格の情

報が含まれることを前提として、情報の種類・性格に応じて不開示事

由の存否を判断することを求めているものである。

したがって、本件対象文書に含まれる情報の種類・性格を度外視し

て、含まれている情報の種類・性格に関係なく、情報公開法第５条第

５号及び第６号所定のおそれが具体的に存在するという主張自体が、

情報公開法の趣旨・理念と相容れないものであり、主張自体失当であ

る。

第３ 諮問庁の説明の要旨

１ 開示決定等の経緯

(1) 事案の移送

本件開示請求は、平成２９年１２月２８日付けで、情報公開法第３条
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の規定に基づき、近畿財務局長に対して行われたものであり、これに対

し、近畿財務局長は 「開示請求に係る行政文書の開示・不開示の審査、

に時間を要し、３０日以内に開示決定することが事務処理上困難である

ため」として、情報公開法第１０条第２項の規定に基づき、開示決定等

の期間の延長を適用し、延長後の期間を３０年３月１４日と、審査請求

人に対して、通知した。

、 、 、 、その後 近畿財務局長は 本件対象文書として 近畿財務局が作成し

会計検査院へ提出した資料の一覧表を特定した上、本件対象文書が同院

の検査に係る事務に関するものであることから、情報公開法第１２条第

１項の規定に基づき、３０年２月２７日付けで、処分庁に事案を移送し

た。

(2) 不開示決定

事案の移送を受けた処分庁は、本件対象文書が、近畿財務局が会計検

査院に提出した検査資料を管理するなどのために作成した提出資料の一

覧表であり、本件対象文書は、同院が、その検査過程において、その内

容の非公表を前提として取得した検査資料の一覧表であって、同表には

各検査資料の件名等に係る情報が記録されており、当該各検査資料の件

名等に係る情報は、あくまでも検査過程における情報、すなわち、同院

の実施した検査の結果等に関する未成熟な情報としての性質を有するも

のであり、また、同院の検査上の関心、検査事項、検査内容等を推知す

ることが可能となる情報が記録されているため、後記２及び３と同様の

理由により、３０年３月９日付けで不開示決定を行い、審査請求人に通

知した。

(3) 審査請求の提起

審査請求人は、上記の不開示決定を不服とし、３０年６月５日付けで

審査請求を提起した。

(4) 原処分当時の特定学校法人に対する国有地の売却等に関する会計検査

会計検査院は、２９年３月に、参議院から、国会法（昭和２２年法律

第７９号）第１０５条に基づき、特定学校法人に対する国有地の売却等

に関する会計検査を行い、その結果を報告することを求める要請を受け

た。これに対し、会計検査院は、会計検査院法第３０条の３に基づき、

近畿財務局等において会計検査を実施し、２９年１１月２２日に、参議

院に対して、２９年１１月報告を報告した。

その後、２９年１１月報告に係る検査の過程において、財務省が改ざ

んした決裁文書を会計検査院に提出していたこと、財務省及び国土交通
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省が特定学校法人等との交渉記録を同院に対して提出していなかったこ

となどが明らかになった。会計検査院は、このような状況も踏まえて、

原処分当時、特定学校法人に対する国有地の売却等に関する会計検査、

すなわち本件対象文書に係る検査事項について会計検査を継続していた

状況であった。そして、３０年１１月２２日に、３０年１１月報告を参

議院予算委員会理事懇談会に提出した。

２ 検査資料の件名等に関する情報の不開示情報該当性

検査資料が開示され、その具体的な検査事項、検査の内容等に関する情

報が明らかとされた場合には、次の(1)及び(2)のおそれがある。

(1) 会計検査院の正確な事実の把握を困難にするおそれ

一般に、会計検査院の検査活動は、その性質上、一定の密行性ないし

秘密性を有するものであり、特定の検査事項に対する具体的な検査の着

眼点、検査内容、検査手法、指摘の端緒等の情報については、いずれも

検査上の秘密に属する情報であって、これらについては、現在又は将来

の検査過程における同種又は類似の検査事項に対する厳正かつ効果的な

会計検査の実施のために同院内部に蓄積され、外部には秘匿されるべき

性質のものである。また、検査資料は、特定の検査事項の検査過程にお

いて、具体的な検査上の関心や検査の目的に従って収集・整備されるも

のであり、検査の着眼点、検査内容等に基づき作成又は取得されるもの

である。

そして、本件対象文書は、会計検査院が作成又は取得した検査資料そ

のものではないが、近畿財務局が同院に提出した検査資料を管理するな

どのために作成した提出資料の一覧表であり、検査担当課が、特定の検

査事項の検査過程において、具体的な検査の着眼点、検査内容等に基づ

き収集した各検査資料の件名等に関する情報が記録されているものであ

る。

したがって、本件対象文書が開示されることにより、具体的な検査の

着眼点、検査内容等に関する情報が公になった場合には、会計検査院が

現在又は将来の検査過程で同種又は類似の検査事項に対する検査を実施

する場合において、特定の検査事項に対する具体的な検査の着眼点、検

査内容、検査手法、指摘の端緒等の検査上の秘密に属する情報を受検庁

に察知され、同院の実地検査前に関係者の口裏合わせ、関係書類の改ざ

んなどの仮装・隠蔽工作等の周到な実地検査対策を施され又は所要の検

査資料の収集が阻害されるなどして、厳正かつ効果的な会計検査の実施

に著しい支障を及ぼし、受検庁に不当に利益を与えるおそれ、同院の正
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確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易

にし、若しくはその発見を困難にするおそれがあるとともに、同院の事

務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある。

さらに、本件対象文書に記録されている情報は、検査過程又は審理・

判断の過程における未成熟な検査内容等に関する情報でもあることか

ら、当該情報が公になった場合には、会計検査院内部における公正・慎

重な審理・判断を確保するために設けられた周到かつ慎重な審理・判断

の過程の意義を損ね、また、同院に対する外部の不当な圧力、干渉等を

招来するなどして、厳正かつ効果的な会計検査の実施に著しい支障を及

ぼし、同院の正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不

当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがあり、さ

らに、現在又は将来の検査過程又は審理・判断の過程における自由で率

直な意見の交換等に基づく多角的な観点からの公正・慎重な審理・判断

の確保に支障を及ぼし、同院の独立機関としての意思決定の中立性が不

当に損なわれるおそれがあり、もって、同院の事務の適正な遂行に支障

を及ぼすおそれがある。

(2) 受検庁の会計検査に対する理解と協力の前提を掘り崩すなどのおそれ

会計検査院が実施する会計検査は、捜査機関が行う犯罪捜査等とは異

なり、強制処分等の権限を背景として行われるものではなく、受検庁の

理解及び協力を得て行われるものである。

したがって、会計検査の実施に当たっては、会計検査院が「常時」会

計検査を実施し 「会計経理を監督し、その適正を期し、且つ、是正を、

図る （会計検査院法第２０条第２項）という会計検査の目的を適切か」

つ効果的に達成するよう、受検庁と一定の協力関係・信頼関係に立つこ

とが必要である。

そして、受検庁においては、会計検査院の検査過程又は審理・判断の

過程における未成熟な検査内容等に関する情報の不公表を前提として同

院の会計検査に協力し、各種の検査資料を提出したり、検査内容等に関

する相互の率直な意見の交換等を行ったりしている。

したがって、本件対象文書に記録されている情報が公になった場合に

は、会計検査院の検査過程又は審理・判断の過程における情報の不公表

に対する近畿財務局はもとより受検庁一般の信頼を損ね、同院の会計検

査に対する受検庁の理解及び協力の前提を掘り崩し又は同院に対する不

信感を呼び起こし、現在又は将来の検査過程において、各種の検査資料

の円滑な提出に著しい支障を及ぼすおそれや、検査内容等に関する同院
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と受検庁との間の相互の率直な意見の交換等の実施に著しい支障を及ぼ

すおそれがあり、よって、同院の正確な事実の把握を困難にするおそれ

又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にす

るおそれがあり、また、同院の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ

がある。

また、本件対象文書に記録されている情報は、検査担当課が、特定の

検査事項の検査過程において、具体的な検査の着眼点、検査内容等に基

づき収集した各検査資料の件名等に関する情報が記録されており、これ

らの情報には、以後継続される検査過程又は会計検査院内部における審

理・判断の過程の、事実関係の把握が十分でない段階における検査内容

等が含まれているものである。

したがって、本件対象文書に記録されている情報が公になった場合に

は、本件対象文書に記録された内容により国民一般に誤解を与えて、不

当に国民の間に混乱をもたらすおそれ又は特定の者に不当な不利益を及

ぼすおそれがある。

このようなことから、会計検査院においては、検査官会議の議決を経

た確定的・最終的な検査内容等に関する情報以外の検査過程又は審理・

、 、判断の過程における未成熟な検査内容等に関する情報については 従来

不公表としている。

３ 本件対象文書に記録された情報の不開示情報該当性

(1) 情報公開法第５条第６号（イ及び柱書き）該当性

会計検査院は、憲法及び会計検査院法の定めるところにより、国等の

会計検査を担当する国の機関であり、また、本件対象文書は、検査過程

において同院が取得した検査資料の一覧表であることから、本件不開示

情報は、情報公開法第５条第６号イに規定する「国の機関」が行う「検

査」に係る「事務」に関する情報に該当する。

そして、本件不開示情報が公になった場合には、検査担当課が、２９

年次以降において検査を実施した特定の検査事項に係る具体的な検査内

容等に関する情報、会計検査院の検査過程又は審理・判断の過程におけ

る未成熟な検査内容等に関する情報の不公表を前提として同院の会計検

査に協力し、受検庁から提出された各種の検査資料の内容が明らかにさ

れることとなる。その結果、前記２(1)のとおり、厳正かつ効果的な会

計検査の実施に著しい支障を及ぼし、会計検査院の正確な事実の把握を

困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはそ

の発見を困難にするおそれ（情報公開法第５条第６号イ）があるととも



- 26 -

に、同院の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ（情報公開法第５条

） 。 、 、第６号柱書き がある さらに 本件対象文書に記録されている情報は

検査過程又は審理・判断の過程における未成熟な検査内容等に関する情

報でもあることから、本件不開示情報が公になった場合には、会計検査

院内部における公正・慎重な審理・判断を確保するために設けられた周

到かつ慎重な審理・判断の過程の意義を損ね、また、同院に対する外部

の不当な圧力、干渉等を招来するなどして、厳正かつ効果的な会計検査

の実施に著しい支障を及ぼし、同院の正確な事実の把握を困難にするお

それ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難

にするおそれ（情報公開法第５条第６号イ）があり、さらに、現在又は

将来の検査過程又は審理・判断の過程における自由で率直な意見の交換

等に基づく多角的な観点からの公正・慎重な審理・判断の確保に支障を

及ぼし、同院の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ（情報公開法第

５条第６号柱書き）がある。

また、本件不開示情報が公になった場合には、前記２(2)のとおり、

現在又は将来の検査過程において、各種の検査資料の円滑な提出に著し

い支障を及ぼすおそれ（情報公開法第５条第６号（イ及び柱書き ）が）

ある。よって、会計検査院の正確な事実の把握を困難にするおそれ又は

違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするお

それ（情報公開法第５条第６号イ）があり、また、同院の事務の適正な

遂行に支障を及ぼすおそれ（情報公開法第５条第６号柱書き）がある。

したがって、本件対象文書に記録された情報は、情報公開法第５条第

６号に規定する 国の機関 が行う 事務 に関する情報であって 公「 」 「 」 、「

にすることにより 「検査」に係る「事務」に関し 「正確な事実の把」、 、

握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しく

はその発見を困難にするおそれ （第６号イ）及び「当該事務」の「性」

質上 「当該事務」の「適正な遂行に支障を及ぼすおそれ （第６号柱」、 」

書き）があり、不開示情報に該当する。

(2) 情報公開法第５条第５号該当性

会計検査院は、検査内容等については、検査過程において作成又は取

得した検査資料等も含めて十分な検討を行うとともに、受検庁との間で

率直な意見の交換等を行うなどした上で、これを慎重かつ周到な審理・

判断の過程に供することとしている。

そして、本件不開示情報は、検査過程又は会計検査院内部における審

理・判断の過程の事実関係の把握が十分でない段階の未成熟な情報、す
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なわち、情報公開法第５条第５号に規定する「国の機関」の「内部又は

相互間」における「審議、検討又は協議に関する情報」に該当する。

ア 本件対象文書に記録された情報が開示された場合には、前記２(1)

のとおり、厳正かつ効果的な会計検査の実施に著しい支障を及ぼし、

受検庁に不当に利益を与えるおそれ（情報公開法第５条第５号）があ

るほか、会計検査院内部における公正・慎重な審理・判断を確保する

ために設けられた周到かつ慎重な審理・判断の過程の意義を損ね、ま

た、同院に対する外部の不当な圧力、干渉等を招来するなどして、現

在又は将来の検査過程又は審理・判断の過程における自由で率直な意

見の交換等に基づく多角的な観点からの公正・慎重な審理・判断の確

保に支障を及ぼし、同院の独立機関としての意思決定の中立性が不当

に損なわれるおそれ（情報公開法第５条第５号）がある。

したがって、本件対象文書に記録された情報は、情報公開法第５条

第５号に規定する「公にすることにより 、会計検査院の会計検査に」

関係する「特定の者に 「不当に利益を与え」るおそれや、検査過程」

又は審理・判断の過程における「率直な意見の交換若しくは意思決定

」 、 。の中立性が不当に損なわれるおそれ があり 不開示情報に該当する

イ 前記２(2)のとおり、本件対象文書に記録された情報が開示された

場合には、現在又は将来の検査過程において、検査内容等に関する会

計検査院と受検庁との間の相互の率直な意見の交換等の実施に著しい

支障を及ぼすおそれ（情報公開法第５条第５号）があるとともに、本

件対象文書に記録された内容により、国民一般に誤解を与えて、不当

に国民の間に混乱をもたらすおそれ又は特定の者に不当な不利益を及

ぼすおそれ（情報公開法第５条第５号）がある。

したがって、本件対象文書に記録された情報は、情報公開法第５条

第５号に規定する「公にすることにより 、検査過程又は審理・判断」

の過程における「率直な意見の交換」が「不当に損なわれるおそれ」

や「不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ」又は「特定の者に不

当に 「不利益を及ぼすおそれ」があり、不開示情報に該当する。」

(3) 部分開示の適否

本件対象文書は、会計検査院が検査の過程で作成又は取得したもので

はないが、近畿財務局から取得した各検査資料の件名等に係る情報が記

録されている検査資料の一覧表であり、前記２のとおり、具体的な検査

の着眼点、検査内容等に関する情報等を明らかにすることが情報公開法

第５条第５号及び第６号（イ及び柱書き）に規定する「おそれ」を生じ
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させるものである。そして、このような「おそれ」を生じさせるという

点については、本件対象文書の一部を明らかにする場合についても同様

である。

原処分当時、会計検査院は、特定学校法人に対する国有地の売却等に

関して引き続き会計検査を実施していた状況であったことから、このよ

うな状況下において、本件対象文書について、その一部でも明らかにし

た場合には、特に、現に検査を実施中の近畿財務局等の受検庁との間に

おける同院の検査過程又は審理・判断の過程における情報の不公表に対

する信頼を損ね、同院の会計検査に対する受検庁の理解及び協力の前提

を掘り崩し、又は同院に対する不信感を呼び起こし、これを理由ないし

口実として、現に実施中の検査過程において、各種の検査資料の円滑な

提出に著しい支障を及ぼすおそれ（情報公開法第５条第６号（イ及び柱

書き ）や検査内容等に関する同院と受検庁との間の相互の率直な意見）

（ ）の交換等の実施に著しい支障を及ぼすおそれ 情報公開法第５条第５号

があった。

また、本件対象文書の一部を開示した場合には、近畿財務局が会計検

査院に提出した検査資料の分量が推察されてしまうなど、特定の検査事

項に係る検査過程に関する情報を明らかにすることとなる。

したがって、本件対象文書は、文書全体が不開示情報に該当するもの

であって情報公開法第６条第１項を適用する余地のないものであるか

ら、当該規定に基づき、本件不開示情報について「容易に区分して除く

ことができる」場合には該当しない。

(4) 諮問庁の所見

以上のとおり、本件不開示決定は適法であり、妥当なものであると考

える。

第４ 調査審議の経過

、 、 、 。当審査会は 本件諮問事件について 以下のとおり 調査審議を行った

① 平成３０年 ７月 ３日 諮問書の収受

② 同年１１月２９日 諮問庁から意見書を収受

③ 同年１２月２０日 諮問庁の職員（会計検査院第３局国土交通

） 、検査第２課長ほか からの口頭説明の聴取

本件対象文書の見分及び審議

④ 平成３１年 ２月 ４日 審議

⑤ 同年 ２月２８日 審査請求人から意見書を収受

⑥ 同年 ３月１１日 審議
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⑦ 同年 ４月１１日 委員交代に伴う所要の手続の実施及び審議

⑧ 令和 元年 ５月２４日 審査請求人から追加意見書を収受

⑨ 同年 ６月 ５日 審議

⑩ 同年 ７月２４日 諮問庁の職員（会計検査院第３局国土交通

検査第２課長ほか）からの口頭説明の聴取

及び審議

⑪ 同年 ９月 ４日 審議

⑫ 同年１０月１７日 諮問庁から追加意見書を収受

⑬ 同年１１月１３日 諮問庁の職員（会計検査院第３局国土交通

検査第２課長ほか）からの口頭説明の聴取

及び審議

⑭ 令和 ２年 １月２２日 審議

⑮ 同年 ２月１７日 審査請求人から追加意見書を収受

⑯ 同年 ２月２７日 審議

⑰ 同年 ５月２９日 審査請求人から追加意見書を収受

⑱ 同年 ８月 ５日 審議

⑲ 同年１０月 ６日 審議

第５ 審査会の判断の理由

１ 諮問の経緯及び当審査会の判断の対象について

本件諮問事件は、本件開示請求を受けた近畿財務局長が、本件開示請求

の対象文書として本件対象文書を特定した上で、処分庁に移送した事案に

係るものである。

上記移送を受けて、処分庁は、本件対象文書を不開示とする決定を行っ

た。そして、この処分に対する審査請求を受けて、諮問庁は、当審査会に

対する諮問を行っている。

審査請求人は、本件不開示決定の取消しを求めているため、同決定を対

象として、以下、その当否を検討することとする。

２ 本件対象文書について

本件対象文書は、近畿財務局が会計検査院に提出した検査資料を管理す

るなどのために作成した提出資料の一覧表である。そして、本件対象文書

には、会計検査院に提出した特定の検査事項に係る検査資料の名称等に関

する情報が記録されている。

３ 会計検査院の検査及び検査の結果等の取扱いなどについて

一般に、会計検査院の検査、検査の結果等の取扱い及びこれらに関する

情報の取扱いなどについては、次のような事情が認められる。
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(1) 会計検査院の検査

会計検査院が行う検査は、捜査機関による捜索、差押えとは異なり直

接的・物理的な強制力の行使を伴うものではなく、同院では、検査過程

において、受検庁に対し、口頭での説明や意見交換に加え、具体的な検

査の着眼点、検査内容等に基づき、各種の検査資料の作成・提出を求め

るなどして、事実関係の把握等を行っている。

そして、上記のような検査の結果、会計経理上の疑義が生じた場合に

は、会計検査院が把握し、整理した事実関係、検査上生じた疑義、当該

事態及びその発生原因に関する所見等を記載した照会文書を受検庁に発

遣し、照会文書に対する受検庁の回答を回答文書として受領することな

どの過程を通じて、受検庁と継続的に討議を行っている。

これにより、会計検査院では、事実関係の正確な把握に努めるととも

に、当該事態の発生とその是正改善についての第一次的な責任と権限を

有する受検庁との間で事態の認識や評価の共有を図り、真の発生原因の

究明、実効ある是正改善方策の追求等を図っている。

(2) 検査の結果等の取扱い

実施した検査の結果等の取扱いについて、会計検査院では、内閣から

独立して国等の会計検査を担当する専門機関としての同院の指摘等が及

ぼす影響の大きさなどに鑑み、同院内部に何段階にもわたる慎重な審理

・判断の過程を設け、様々な観点から審議を行っている。そして、会計

検査院では、これら各段階における審議を経て最終的に検査官会議の議

決を経た検査の結果等のみを検査報告に掲記するなどし、正式な指摘事

項等として公表することとしている。

(3) 検査過程及び審理・判断の過程における情報の不公表の取扱い

会計検査院では、上記(1)及び(2)のような検査過程及び検査の結果等

に対する審理・判断の過程を設けている意義を十全なものとするよう、

すなわち、十分な情報・資料の収集、受検庁との率直な意見交換・討議

等を確保し、また、外部からの不当な圧力・干渉等を排除し、中立的な

立場から厳正かつ公正に検査及び審理・判断を行うことができるよう、

これらの過程における情報は外部に公表しないという立場をとってい

る。

(4) 会計検査における受検庁との協力関係

会計検査院が検査を遂行する上において、同院と受検庁とは、検査を

実施する者と検査を受ける者という立場での緊張関係に立つ一方で、国

等の会計経理の適正を期し、かつ、是正を図るという会計検査の目的を
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果たし、円滑な会計検査を実施するためには、一定の信頼関係・協力関

係が必要であると考えられる。

会計検査院と受検庁との間では、検査過程における検査の結果等に関

する情報は、あくまで検査の一過程におけるものであって、最終的な結

論と異なることの少なくない未成熟なものであるという前提がある。

そして、前記(2)のように、会計検査院の正式な検査の結果等（指摘

事項等）とされるのは、検査過程及び所定の審理・判断の過程を経て検

査報告に掲記するなどされたもののみであるというのが同院の取扱いで

あり、この最終的な意思決定に至るまでの間においては、問題とされた

事態について、事実関係の認識及びこれに対する評価を共有するなどの

ため、同院と受検庁との間で十分な情報・資料に基づいて率直な意見交

換及び様々な角度からの十分な討議を行い、それらも踏まえて慎重な審

理・判断を行うことが必要と認められる。

このため、検査過程において、検査資料の作成・提出、照会文書と回

答文書の授受等を通じて行われる会計検査院と受検庁との間での資料等

の提出及び討議については、十分な情報・資料の提供、率直な意見交換

等を確保することが必要となる。このようなことから、会計検査院と受

検庁との間では、特定の検査事項に関して提出される検査資料は、その

まま外部に公表されるものではないという信頼の下で、その提出及び授

受等が行われているものと認められる。

このような会計検査院と受検庁との間における信頼を前提とした、会

計検査の実施過程及び会計検査の結果等に関する審理・判断の過程にお

ける不公表の取扱いは、現在又は将来の検査過程における十分な情報・

資料の提供及び収集と率直な意見交換等を確保する上で合理性を有する

と認められる。

４ 不開示情報該当性について

上記１から３までの事情を前提に、以下のとおり、本件対象文書の不開

示情報該当性を検討することとする。

(1) 別表の２欄に掲げる部分以外の部分

、 、 、当審査会において見分したところ 本件対象文書は 前記２のとおり

近畿財務局が会計検査院に提出した検査資料を管理するなどのために作

成した提出資料の一覧表であることから、当該検査過程において、受検

庁である近畿財務局が同院に提出した検査資料に関する具体的な情報を

、 、端的に読み取ることができるものであり 同院がどのような検査資料を

どのような着眼点及び関心をもって収集したかが容易に推知できるもの
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であると認められる。

そして、検査過程において収集、作成等される検査資料の名称等の情

報を公にすれば、特定の検査事項に関する具体的な検査の内容、検査の

着眼点のほか、具体的な検査手法等が明らかになり、検査の実施及び検

査の結果等の審理・判断に支障が生ずるおそれがあると認められる。

また、受検庁は、前記３(3)に記述した会計検査院の検査過程等にお

ける情報の不公表の取扱いに信頼を置き、一般に公にしていない資料で

あっても同院の検査のために提出するほか、同院との間で率直な意見交

換等を行っている。このため、本件対象文書に記録された検査資料の名

称等の検査過程におけるやり取りに関する情報を公にすることにより、

上記のような検査過程における未成熟な情報の内容が明らかになった場

合には、会計検査院の検査過程等における情報の不公表の取扱いに対す

る受検庁の信頼を損なうことになり、今後の検査の実施に当たり、同院

と受検庁との間での十分な情報・資料の提供及び収集、率直な意見交換

等に支障が生ずるおそれがあると認められる。

さらに、諮問庁は、上記のような支障は、本件の検査に直接関係する

受検庁である近畿財務局との関係においてのみではなく、現在又は将来

における受検庁一般等との関係においても生じ得ると主張している。す

なわち、会計検査院によって検査資料、もしくは検査資料の名称等の検

査過程におけるやり取りに関する情報が公にされたという事実を捉え、

検査過程等の不公表の取扱いに対する信頼が崩れたとし、これを理由な

いし口実として他の受検庁から検査に対する十分な協力が得られなくな

るおそれがあり、同院とこれら受検庁との間での十分な情報・資料の提

供及び収集、率直な意見交換等に支障が生ずるおそれがあるなどと主張

している。

受検庁によっては、検査の結果等が検査報告に掲記されるなどして公

表されることを極力回避しようとするなどの場合には、資料の提出に難

色を示したり、周到な検査対策を施したりといった不適切な会計検査対

応が行われることもあるという事情も考慮すると、このような諮問庁の

主張も相応の理由があると考えられる。

そして、前記３(1)のように、会計検査院には、検査によって正確な

事実を把握し、不適切な事態を単に摘発するのみでなく、その真の発生

原因を究明して、その是正改善を促すという積極的な機能が期待されて

いる。このため、通常、事実関係等について最もよく知り得る立場にあ

り、また、当該事態の発生とその是正改善についての第一次的な責任と
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権限を有している受検庁との間で十分な情報・資料の提供及び収集、率

直な意見交換等を行うことは、会計検査院の検査にとって必須のものと

認められる。

したがって、これらに支障が生じた場合には、会計検査院において、

十分な情報に基づいて正確な事実関係を把握し、真の発生原因を究明す

るとともに、実効ある是正改善方策を追求することなどに支障が生ずる

おそれがあると認められる。

以上のことから、本件対象文書に記録された情報のうち、別表の２欄

に掲げる部分以外の部分は、この情報を公にすることにより、情報公開

法第５条第６号イに規定する検査に係る事務に関し、正確な事実の把握

を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくは

その発見を困難にするおそれがあると認められることから、同条第５号

該当性等について判断するまでもなく、情報公開法に規定する不開示情

報に該当すると認められる。

(2) 別表の２欄に掲げる部分

本件対象文書は、前記４(1)のとおり、近畿財務局が会計検査院に提

出した検査資料を管理するなどのために作成した提出資料の一覧表であ

る。そして、当審査会において見分したところ、このうち、別表の２欄

に掲げる部分は、一覧表の表題、本件対象文書の作成者、一覧表の項目

名及び本件対象文書に付された頁番号であり、これらには次のような情

報が記録されていると認められる。

一覧表の表題、作成者及び項目名については、近畿財務局が会計検査

院に提出した資料の一覧表である旨の記載、当該一覧表を作成した者の

記載、近畿財務局が同院に提出した資料を一覧表に整理するために用い

られる一般的な項目名の記載にすぎず、いずれについても具体的な検査

の着眼点、検査内容等に関する情報であるとは認められない。

また、諮問庁は、本件対象文書の一部を開示した場合には、近畿財務

局が会計検査院に提出した検査資料の分量が推察されてしまうなど、特

定の検査事項に係る検査過程に関する情報が明らかになるおそれがある

と説明するが、頁番号についてみると、本件対象文書は、同院がその様

式、記載方法等を定め、一律に運用しているものでなく、近畿財務局が

任意に作成したものである。このため、一覧表の作成方法、提出資料の

編てつ方法等により、本件対象文書の枚数は変動するものと考えられる

ことから、本件対象文書の頁番号が明らかになることをもって、直ちに

当該検査に係る提出資料の分量を把握することが可能であるとまではい
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えない。

したがって、一覧表の表題、本件対象文書の作成者、一覧表の項目名

、 、及び本件対象文書に付された頁番号については 具体的な検査の着眼点

検査内容等に関する情報とはいえず、仮にこれを公にしたとしても、特

定の検査事項に対する具体的な検査の着眼点、検査内容、検査手法、指

摘の端緒等の検査上の秘密に属する情報を受検庁に察知され、もって関

係書類の改ざんなどの仮装・隠蔽工作等の周到な検査対策を施されるな

どのおそれがあるとまでは認められない。

また、上記については、検査過程又は審理・判断の過程における未成

、 、熟な検査内容等に関する情報ともいえず 仮にこれを公にしたとしても

会計検査院の内部における周到かつ慎重な審理・判断の過程の意義を損

ね、自由で率直な意見の交換等に基づく多角的な観点からの公正・慎重

な審理・判断の確保に支障を及ぼし、外部の不当な圧力、干渉等を招来

し、国民一般に誤解を与えるおそれや、同院の検査過程又は審理・判断

の過程における情報の不公表に対する受検庁の信頼を損ね、現在又は将

来の検査過程において、同院と受検庁との間の相互の率直な意見の交換

等の実施や同院に対する各種の検査資料の円滑な提出に著しい支障を及

ぼすおそれがあるとまでは認められない。

以上のことから、本件対象文書のうち、別表の２欄に掲げる部分は、

公にすることにより、会計検査院の検査に係る事務に関し、正確な事実

の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若

しくはその発見を困難にするおそれ（情報公開法第５条第６号イ 、当）

該事務の性質上、当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ（情報公

開法第５条第６号柱書き）及び検査過程又は審理・判断の過程における

率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそ

れ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利

益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれ（情報公開法第５条第５号）が

あるとは認められないため、情報公開法に規定する不開示情報に該当せ

ず、開示することが妥当である。

５ 審査請求人のその他の主張について

審査請求人は、本件対象文書の基になる事案は、空前の事案であり、国

会からの検査要請を受けたものであるため、本件対象文書を開示すること

は公益上特に必要であり、情報公開法第７条に規定する公益上の理由によ

る裁量的開示を行うべきであると主張している。

当審査会の行う審査においては、情報公開法第７条の適用に関し、行政
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機関の長の第一義的判断を十分尊重しつつも、当審査会においてその適否

について検討を加え、その結果に基づき、答申することができるものと解

される。

そこで、当審査会において本件における公益上の理由による裁量的開示

の必要性について検討したところ、前記４(1)のとおり、別表の２欄に掲

げる部分以外の部分は、情報公開法第５条第６号イに規定する不開示情報

に該当するものであり、これを開示することに、これを開示しないことに

より保護される利益を上回る公益上の必要性があるとまでは認められない

ことから、情報公開法第７条による裁量的開示を行わなかった処分庁の判

断に裁量権の逸脱又は濫用があるとは認められない。

また、審査請求人は、本件対象文書についての開示決定等は、近畿財務

局の長が行うべきものであり、移送したことの妥当性に疑問があると主張

している。

しかし、情報公開法第１２条第１項には 「行政機関の長は、開示請求、

に係る行政文書が他の行政機関により作成されたものであるときその他他

の行政機関の長において開示決定等をすることにつき正当な理由があると

きは、当該他の行政機関の長と協議の上、当該他の行政機関の長に対し、

事案を移送することができる」と規定されている。そして、本件対象文書

、 、 、に記録された情報には 前記のとおり 会計検査院の検査の観点・着眼点

検査手法等が含まれている。これらのことから、近畿財務局の長と会計検

査院事務総長との協議の結果、移送の処理が行われ、処分庁である同事務

総長において開示決定等が行われたことに不適当とされる点はないと認め

られ、審査請求人の主張は採用することができない。

その他、審査請求人は種々の主張をするが、いずれも当審査会の結論を

左右するものとは認められない。

６ 本件不開示決定の妥当性について

以上のことから、本件対象文書につき、諮問庁が不開示とすべきである

としている部分のうち、別表の２欄に掲げる部分は開示することが妥当で

あるが、その余の部分は不開示としたことが妥当であると判断した。

会計検査院情報公開・個人情報保護審査会

委員 堀 江 正 之

委員 飯 島 淳 子
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（別表）

１ 頁 ２ 開示することが妥当な部分

１枚目から１０枚目まで １行目から３行目まで及び頁番号



Ⅲ 資 料 編
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１ 会計検査院における開示請求等の受付、開示決定等の状況

表１ 開示請求等の受付等の件数

単位：件〈情報公開関係〉

年 度 開示請求 移 送 受 計

平成１３年度 ２１５ ７ ２２２

平成１４年度 ５５ ６ ６１

平成１５年度 ５３ ５ ５８

平成１６年度 １０８ ６ １１４

平成１７年度 ６７ ９ ７６

平成１８年度 ７１ １２ ８３

平成１９年度 ２６ １７ ４３

平成２０年度 ４６ １０ ５６

平成２１年度 ２７ １０ ３７

平成２２年度 １６ ４ ２０

平成２３年度 ４０ ２ ４２

平成２４年度 ５５ ２ ５７

平成２５年度 ８０ ２ ８２

平成２６年度 ２９ ８ ３７

平成２７年度 ４８ ２ ５０

平成２８年度 ３０ ７ ３７

平成２９年度 １１１ １６ １２７

平成３０年度 ３１ ２ ３３

令和元年度 ４１ ５ ４６

令和２年度 ７２ ７ ７９

（注）１ 開示請求手数料300円（オンライン請求の場合は200円）が納付され
た１事案を１件とする。
２ 手数料が納付されなかった開示請求について、開示請求を受け付け
た後に取下げが行われた事案及び請求者が補正の求めに応じず、形式
上の不備を理由に不開示決定を行った事案は、いずれも開示請求書１
通につき１件として取り扱う。
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単位：件（参考）令和２年度月別内訳

月 開示請求 移 送 受 計

令 和 ２ 年４月 ２ ０ ２

５月 ４ ０ ４

６月 ５ １ ６

７月 ０ ０ ０

８月 １ １ ２

９月 ２ ０ ２

１０月 ８ ０ ８

１１月 １１ １ １２

１２月 ５ ２ ７

令 和 ３ 年１月 ３ １ ４

２月 ２９ １ ３０

３月 ２ ０ ２

計 ７２ ７ ７９

単位：件〈個人情報保護関係〉

年 度 開示請求 移 送 受 計

平成１７年度 ０ ０ ０

平成１８年度 ０ ０ ０

平成１９年度 ３２ ０ ３２

平成２０年度 ２ ０ ２

平成２１年度 ４ ０ ４

平成２２年度 １７ ０ １７

平成２３年度 ２ ０ ２

平成２４年度 １ ０ １

平成２５年度 ７ ０ ７

平成２６年度 ０ ０ ０

平成２７年度 ０ ０ ０

平成２８年度 ０ ０ ０

平成２９年度 ０ ０ ０

平成３０年度 ０ ０ ０

令和元年度 ０ ０ ０

令和２年度 ２ ０ ２

（注）１ 開示請求手数料300円（オンライン請求の場合は200円）が納付され
た１事案を１件とする。
２ 手数料が納付されなかった開示請求について、請求者が補正の求め
に応じず、形式上の不備を理由に不開示決定を行った事案は、開示請
求書１通につき１件として取り扱う。
３ 訂正請求及び利用停止請求に係る実績はない。
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表２ 開示請求等の処理状況

単位：件〈情報公開関係〉

年 度 要処理件数 処 理 済 移 送 取 下 げ 次年度持ち越し

平成１３年度 ２２２ １７５ ４０ ７ ０

平成１４年度 ６１ ５６ ２ ０ ３

平成１５年度 ６１ ５２ ８ ０ １

平成１６年度 １１５ ８５ ２３ ０ ７

平成１７年度 ８３ ７５ ４ ３ １

平成１８年度 ８４ ６９ １ ０ １４

平成１９年度 ５７ ３９ ４ ０ １４

平成２０年度 ７０ ６２ ７ ０ １

平成２１年度 ３８ ２８ ２ ０ ８

平成２２年度 ２８ ２５ ２ ０ １

平成２３年度 ４３ ４２ １ ０ ０

平成２４年度 ５７ ３０ ０ １ ２６

平成２５年度 １０８ １０４ ２ ０ ２

平成２６年度 ３９ ３４ ０ ５ ０

平成２７年度 ５０ ４６ ０ ４ ０

平成２８年度 ３７ ９ ４ ２３ １

平成２９年度 １２８ １０９ １２ ４ ３

平成３０年度 ３６ ２７ ２ ７ ０

令和元年度 ４６ ３８ ０ ８ ０

令和２年度 ７９ ６４ ２ ６ ７

（注）１ 開示請求手数料300円（オンライン請求の場合は200円）が納付された１事案を１件とす
る。
２ 手数料が納付されなかった開示請求について、開示請求を受け付けた後に取下げが行わ
れた事案及び請求者が補正の求めに応じず、形式上の不備を理由に不開示決定を行った事
案は、いずれも開示請求書１通につき１件として取り扱う。
３ 要処理件数及び処理済件数には、前年度からの持ち越し分を含む。
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単位：件〈個人情報保護関係〉

年 度 要処理件数 処 理 済 移 送 取 下 げ 次年度持ち越し

平成１７年度 ０ ０ ０ ０ ０

平成１８年度 ０ ０ ０ ０ ０

平成１９年度 ３２ ２４ ０ ０ ８

平成２０年度 １０ １０ ０ ０ ０

平成２１年度 ４ ０ ０ ０ ４

平成２２年度 ２１ ２１ ０ ０ ０

平成２３年度 ２ ２ ０ ０ ０

平成２４年度 １ １ ０ ０ ０

平成２５年度 ７ ３ ０ ０ ４

平成２６年度 ４ ４ ０ ０ ０

平成２７年度 ０ ０ ０ ０ ０

平成２８年度 ０ ０ ０ ０ ０

平成２９年度 ０ ０ ０ ０ ０

平成３０年度 ０ ０ ０ ０ ０

令和元年度 ０ ０ ０ ０ ０

令和２年度 ２ ２ ０ ０ ０

（注）１ 開示請求手数料300円（オンライン請求の場合は200円）が納付された１事案を１件とす
る。
２ 手数料が納付されなかった開示請求について、請求者が補正の求めに応じず、形式上の
不備を理由に不開示決定を行った事案は、開示請求書１通につき１件として取り扱う。
３ 要処理件数及び処理済件数には、前年度からの持ち越し分を含む。
４ 訂正請求及び利用停止請求に係る実績はない。
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表３ 開示決定等の件数（決定内容区分別）

〈情報公開関係〉 単位：件

部分開示決定及び不開示決定の
開示決定 不開示

計 不開示理由
年 度 決 定

部 分 不開示 存否応 形式上開 示 不存在
開 示 情 報 答拒否 の不備

平成１３年度 ７ １１３ ２４ １４４ １１８ ２１ ０ ０

平成１４年度 １３ ２７ ４ ４４ ３１ ０ ０ ０

平成１５年度 ９ ２６ １０ ４５ ３３ ３ ３ ０

平成１６年度 ３ ３５ １０ ４８ ３６ ７ ２ ０

平成１７年度 ６ ３０ ５ ４１ ３５ ０ ０ ０

平成１８年度 ５ ４０ ６ ５１ ４５ １ ０ ０

平成１９年度 ２ １２ １４ ２８ ２４ ０ ０ ２

平成２０年度 ４ １８ ２６ ４８ ２７ ６ ３ ８

平成２１年度 ４ ９ ６ １９ １０ ４ ０ １

平成２２年度 ２ １６ ７ ２５ １８ ０ ０ ５

平成２３年度 ０ １５ ７ ２２ １７ ２ １ ２

平成２４年度 ７ ２１ ３ ３１ ２１ ３ ０ ０

平成２５年度 １４ ２８ ６ ４８ ３１ ２ １ ０

平成２６年度 ６ ９ ９ ２４ １６ １ ２ ０

平成２７年度 ８ １７ １ ２６ １７ １ ０ ０

平成２８年度 ３ ３ ３ ９ ５ ０ ０ １

平成２９年度 ６ ２８ １６ ５０ ３４ ８ ２ ０

平成３０年度 ３ ９ １２ ２４ １３ ５ ３ ０

令和元年度 ５ １２ １０ ２７ １５ ５ ３ ０

令和２年度 ４ １６ １５ ３５ ２４ ６ ２ ０

（注）１ 開示（不開示）決定通知書１通につき１件とする。
２ 部分開示決定及び不開示決定には複数の不開示理由に該当するものがあるため、不開示理由の
合計は開示決定等の件数の合計とは一致しない場合がある。
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（参考）令和２年度四半期別内訳 単位：件

部分開示決定及び不開示決定の
開示決定 不開示

計 不開示理由
四半期 決 定

部 分 不開示 存否応 形式上開 示 不存在
開 示 情 報 答拒否 の不備

令和２年４～６月期 １ １ ４ ６ ４ １ １ ０

７～９月期 ０ ２ ３ ５ ４ １ ０ ０

１０～１２月期 ２ ８ ４ １４ ８ ３ １ ０

令和３年１～３月期 １ ５ ４ １０ ８ １ ０ ０

計 ４ １６ １５ ３５ ２４ ６ ２ ０

〈個人情報保護関係〉 単位：件

部分開示決定及び不開示決定の
開示決定 不開示

計 不開示理由
年 度 決 定

部 分 不開示 存否応 形式上開 示 不存在
開 示 情 報 答拒否 の不備

平成１７年度 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

平成１８年度 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

平成１９年度 ０ ０ ４ ４ ０ ０ ０ ４

平成２０年度 ０ ０ ３ ３ ０ ０ ０ ３

平成２１年度 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

平成２２年度 ６ ４ １ １１ ４ １ ０ ０

平成２３年度 ０ ０ ２ ２ ０ ０ １ １

平成２４年度 ０ ０ １ １ ０ １ ０ ０

平成２５年度 １ ０ ０ １ ０ ０ ０ ０

平成２６年度 ０ １ ０ １ １ ０ ０ ０

平成２７年度 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

平成２８年度 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

平成２９年度 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

平成３０年度 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

令和元年度 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

令和２年度 ０ ０ ２ ２ ０ ０ ０ ２

（注）１ 開示（不開示）決定通知書１通につき１件とする。
２ 訂正請求及び利用停止請求に係る実績はない。



- 43 -

表４ 開示決定等の件数（処理期間区分別）

単位：件〈情報公開関係〉

年 度 30日以内に処理 延長(30日) 期限の特例の適用 計

平成１３年度 １１８ ２６ ０ １４４

平成１４年度 ３２ １１ １ ４４

平成１５年度 ３９ ４ ２ ４５

平成１６年度 ３３ ７ ８ ４８

平成１７年度 ３１ １ ９ ４１

平成１８年度 ２４ １１ １６ ５１

平成１９年度 １２ ３ １３ ２８

平成２０年度 ３４ １０ ４ ４８

平成２１年度 １５ １ ３ １９

平成２２年度 １３ ６ ６ ２５

平成２３年度 １６ ５ １ ２２

平成２４年度 １４ ４ １３ ３１

平成２５年度 ８ ２０ ２０ ４８

平成２６年度 １６ ６ ２ ２４

平成２７年度 ２４ ２ ０ ２６

平成２８年度 ７ １ １ ９

平成２９年度 ２２ ５ ２３ ５０

平成３０年度 １４ ４ ６ ２４

令和元年度 １８ ４ ５ ２７

令和２年度 ２９ ４ ２ ３５

（注）１ 開示（不開示）決定通知書１通につき１件とする。
２ 「延長（３０日 」欄は、行政機関情報公開法第１０条第２項に基づく延長を行った上）
で、開示決定等を行った件数である。ただし、平成２２年度６件のうち１件は、延長手続

、 。を採らなかった事案に係るもので ３０日以内に開示決定等がなされなかったものである
３ 「期限の特例の適用」欄は、行政機関情報公開法第１１条に基づく期限の特例規定を適
用した上で、開示決定等を行った件数である。
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単位：件〈個人情報保護関係〉

年 度 30日以内に処理 延長(30日) 期限の特例の適用 計

平成１７年度 ０ ０ ０ ０

平成１８年度 ０ ０ ０ ０

平成１９年度 ４ ０ ０ ４

平成２０年度 ３ ０ ０ ３

平成２１年度 ０ ０ ０ ０

平成２２年度 １１ ０ ０ １１

平成２３年度 ２ ０ ０ ２

平成２４年度 １ ０ ０ １

平成２５年度 １ ０ ０ １

平成２６年度 １ ０ ０ １

平成２７年度 ０ ０ ０ ０

平成２８年度 ０ ０ ０ ０

平成２９年度 ０ ０ ０ ０

平成３０年度 ０ ０ ０ ０

令和元年度 ０ ０ ０ ０

令和２年度 ２ ０ ０ ２

（注）１ 開示（不開示）決定通知書１通につき１件とする。
２ 「延長（３０日 」欄は、行政機関個人情報保護法第１９条第２項に基づく延長を行っ）
た上で、開示決定等を行った件数である。
３ 「期限の特例の適用」欄は、行政機関個人情報保護法第２０条に基づく期限の特例規定
を適用した上で、開示決定等を行った件数である。
４ 訂正請求及び利用停止請求に係る実績はない。
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２ 審査請求、裁決及び訴訟の状況

表５ 審査請求の状況

単位：件〈情報公開関係〉

審査請求 処 理 状 況
年 度

件 数 却 下 棄 却 一部認容 認 容 取下げ 未 済

平成１３年度 １０ ０ １ ０ ０ ０ ９

平成１４年度 １６ ０ ０ ５ ０ ０ １１

平成１５年度 ２４ ０ ３ １ ０ ０ ２０

平成１６年度 ２０ ０ ６ ４ ０ ０ １０

平成１７年度 １４ ４ ４ ２ ０ ０ ４

平成１８年度 １０ ０ ３ ３ ０ ０ ４

平成１９年度 １０ ０ １ ０ ０ ０ ９

平成２０年度 １５ ０ ８ ０ ０ ０ ７

平成２１年度 ８ ０ ４ ４ ０ ０ ０

平成２２年度 ４ ０ １ ０ ０ ３ ０

平成２３年度 ４ ０ １ ０ ０ ０ ３

平成２４年度 ７ ０ ０ ２ ０ ０ ５

平成２５年度 ７ ０ ０ １ ０ ０ ６

平成２６年度 １０ １ ２ ３ ０ ０ ４

平成２７年度 ４ ０ ３ １ ０ ０ ０

平成２８年度 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

平成２９年度 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

平成３０年度 ３ ０ ０ ０ ０ １ ２

令和元年度 ４ ０ ０ １ ０ ０ ３

令和２年度 ０ ０ １ ０ ０ ３４

（注）１ 審査請求件数には 年度からの持ち越し件数を含む。、前
、 、 、２ 処理が未済となっているのは 各年度末時点において 処理方針・諮問の要否等の検討中

諮問の準備中、審査会に諮問中、裁決の準備中等のものである。
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単位：件〈個人情報保護関係〉

審査請求 処 理 状 況
年 度

件 数 却 下 棄 却 一部認容 認 容 取下げ 未 済

平成１７年度 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

平成１８年度 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

平成１９年度 ４ ０ ０ ０ ０ ０ ４

平成２０年度 １０ ４ ６ ０ ０ ０ ０

平成２１年度 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

平成２２年度 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

平成２３年度 ２ ０ １ ０ ０ ０ １

平成２４年度 １ ０ １ ０ ０ ０ ０

平成２５年度 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

平成２６年度 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

平成２７年度 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

平成２８年度 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

平成２９年度 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

平成３０年度 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

令和元年度 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

令和２年度 ０ ０ ０ ０ １ １２

（注）１ 審査請求件数には、前年度からの持ち越し件数を含む。
２ 処理が未済となっているのは、各年度末時点において、審査会に諮問中又は裁決の準備中
のものである。
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表６ 審査会における処理状況

単位：件〈情報公開関係〉

年 度 諮 問 答申 取 下 げ 各 年度
件 数 件数 答 申 区 分 件 数 末 現在

の 処理
諮問庁の 諮問庁の 諮問庁の 中 の件
判断は妥 判断は一 判断は妥 数
当でない 部妥当で 当

な い

平成１３年度 １０ １ ０ ０ １ ０ ９

平成１４年度 １６ ６ ０ ５ １ ０ １０

平成１５年度 １９ １１ ０ ５ ６ ０ ８

平成１６年度 ８ ４ ０ ０ ４ ０ ４

平成１７年度 ８ ４ ０ ２ ２ ０ ４

平成１８年度 １０ ６ ０ ３ ３ ０ ４

平成１９年度 １０ ３ ０ ０ ３ ０ ７

平成２０年度 １３ ６ ０ ０ ６ ０ ７

平成２１年度 ８ ８ ０ ４ ４ ０ ０

平成２２年度 ４ ４ ０ ０ ４ ０ ０

平成２３年度 ３ １ ０ ０ １ ０ ２

平成２４年度 ７ ３ ０ ３ ０ ０ ４

平成２５年度 ６ ０ ０ ０ ０ ０ ６

平成２６年度 ９ ５ ０ ３ ２ ０ ４

平成２７年度 ４ ４ ０ １ ３ ０ ０

平成２８年度 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

平成２９年度 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

平成３０年度 ２ ０ ０ ０ ０ ０ ２

令和元年度 ４ １ ０ １ ０ ０ ３

令和２年度 ４ １ ０ １ ０ ０ ３

（注） 諮問件数には、前年度末現在の処理中の件数を含む。
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単位：件〈個人情報保護関係〉

年 度 諮 問 答申 取 下 げ 各 年度
件 数 件数 答 申 区 分 件 数 末 現在

の 処理
諮問庁の 諮問庁の 諮問庁の 中 の件
判断は妥 判断は一 判断は妥 数
当でない 部妥当で 当

な い

平成１７年度 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

平成１８年度 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

平成１９年度 ４ ２ ０ ０ ２ ０ ２

平成２０年度 ４ ４ ０ ０ ４ ０ ０

平成２１年度 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

平成２２年度 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

平成２３年度 ２ １ ０ ０ １ ０ １

平成２４年度 １ １ ０ ０ １ ０ ０

平成２５年度 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

平成２６年度 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

平成２７年度 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

平成２８年度 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

平成２９年度 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

平成３０年度 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

令和元年度 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

令和２年度 １ ０ ０ ０ ０ ０ １

（注） 諮問件数には、前年度末現在の処理中の件数を含む。
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表７ 審査請求に対する裁決の状況

単位：件〈情報公開関係〉

年 度 裁決の 審査会に諮問しないで 審査会に諮問し、答申を受けて
件 数 裁決を行ったもの 裁決を行ったもの

認 容 却 下 棄 却 認 容 一 部 うち答申と異
認 容 なる裁決を行
ったもの

平成 １ ０ ０ ０ １ １ ０ ０ ０
１３年度

１４年度 ５ ０ ０ ０ ５ ０ ０ ５ ０

１５年度 ４ ０ ０ ０ ４ ３ ０ １ ０

１６年度 １０ ０ ０ ０ １０ ６ ０ ４ ０

１７年度 １０ ４ ０ ４ ６ ４ ０ ２ ０

１８年度 ６ ０ ０ ０ ６ ３ ０ ３ ０

１９年度 １ ０ ０ ０ １ １ ０ ０ ０

２０年度 ８ ０ ０ ０ ８ ８ ０ ０ ０

２１年度 ８ ０ ０ ０ ８ ４ ０ ４ ０

２２年度 １ ０ ０ ０ １ １ ０ ０ ０

２３年度 １ ０ ０ ０ １ １ ０ ０ ０

２４年度 ２ ０ ０ ０ ２ ０ ０ ２ ０

２５年度 １ ０ ０ ０ １ ０ ０ １ ０

２６年度 ６ １ ０ １ ５ ２ ０ ３ ０

２７年度 ４ ０ ０ ０ ４ ３ ０ １ ０

２８年度 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

２９年度 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

３０年度 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

令和 １ ０ ０ ０ １ ０ ０ １ ０
元 年 度

２ 年 度 １ ０ ０ ０ １ ０ ０ １ ０

（注） 表６の「答申件数」と表７の「審査会に諮問し、答申を受けて裁決を行ったもの」の件数
との差は、 答申された年度の翌年度に裁決が行われているもの、裁決の準備中のもの又は答
申後に審査請求が取り下げられたものである。
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単位：件〈個人情報保護関係〉

年 度 裁決の 審査会に諮問しないで 審査会に諮問し、答申を受けて
件 数 裁決を行ったもの 裁決を行ったもの

認 容 却 下 棄 却 認 容 一 部 うち答申と異
認 容 なる裁決を行
ったもの

平成 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
１７年度

１８年度 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

１９年度 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

２０年度 １０ ４ ０ ４ ６ ６ ０ ０ ０

２１年度 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

２２年度 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

２３年度 １ ０ ０ ０ １ １ ０ ０ ０

２４年度 １ ０ ０ ０ １ １ ０ ０ ０

２５年度 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

２６年度 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

２７年度 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

２８年度 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

２９年度 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

３０年度 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

令和 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
元 年 度

２ 年 度 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

（注） 表６の「答申件数」と表７の「審査会に諮問し、答申を受けて裁決を行ったもの」の件数
との差は、 答申された年度の翌年度に裁決が行われているもの又は裁決の準備中のものであ
る。

○ 訴訟の状況

情報公開関係、個人情報保護関係とも該当なし
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３ 委員の推移

第７期審査会委員（平成３１年４月１日～令和４年３月３１日）

会長代理 堀 江 正 之 日本大学商学部教授

委 員 飯 島 淳 子 東北大学大学院法学研究科教授

（参考）会長の互選及び会長代理の指名：平成３１年４月１１日

第６期審査会委員（平成２８年４月１日～３１年３月３１日）

会長代理 山 岸 敬 子 明治大学法科大学院教授

委 員 石 津 寿 惠 明治大学経営学部教授

（参考）会長の互選及び会長代理の指名：平成２８年４月２５日

第５期審査会委員（平成２５年４月１日～２８年３月３１日）

会 長 山 舖 弥一郎 公証人

会長代理 山 岸 敬 子 明治大学法科大学院教授

委 員 大 塚 成 男 千葉大学大学院人文社会科学研究科長・教授

（参考）会長の互選及び会長代理の指名：平成２５年４月２３日

第４期審査会委員（平成２２年４月１日～２５年３月３１日）

会 長 小木曽 国 隆 公証人

会長代理 早 坂 禧 子 桐蔭横浜大学大学院法務研究科教授

委 員 大 塚 成 男 千葉大学法経学部教授

（参考）会長の互選及び会長代理の指名：平成２２年４月２１日

第３期審査会委員（平成１９年４月１日～２２年３月３１日）

会 長 小木曽 国 隆 公証人

会長代理 河 野 正 男 中央大学経済学部教授

委 員 早 坂 禧 子 桐蔭横浜大学大学院法務研究科教授

（参考）会長の互選及び会長代理の指名：平成１９年４月２３日

第２期審査会委員（平成１６年４月１日～１９年３月３１日）

会 長 碓 井 光 明 東京大学大学院法学政治学研究科教授

会長代理 河 野 正 男 中央大学経済学部教授

委 員 早 坂 禧 子 桐蔭横浜大学大学院法務研究科教授

（参考）会長の互選及び会長代理の指名：平成１６年４月１２日
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第１期審査会委員（平成１３年４月１日～１６年３月３１日）

会 長 碓 井 光 明 東京大学大学院法学政治学研究科教授

会長代理 隅 田 一 豊 横浜国立大学大学院国際社会科学研究科教授

委 員 五 代 利矢子 評論家

（参考）会長の互選及び会長代理の指名：平成１３年４月１３日

（注） 各委員の本務は、任命時のものである。
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